
( 1 ) 

 

吹田市介護保険法施行条例現行・改正案対照表 

    は改正箇所 

現            行 改     正     案 

 

（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準） 

第３条 法第４２条第１項第２号並びに第７４条第１項及び第２項の条例で定める基

準は、次項に定めるもののほか、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営

に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「指定居宅サービス等基準」と

いう。）に定めるとおりとする。 

２          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

 

（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備、運営及び支援の方法に関する基

準） 

第５条 法第５４条第１項第２号並びに第１１５条の４第１項及び第２項の条例で定

める基準は、次項に定めるもののほか、指定介護予防サービス等の事業の人員、設

備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービ

ス等基準」という。）に定めるとおりとする。 

２          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

 

（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準） 

第１０条 法第７８条の４第１項及び第２項の条例で定める基準は、次項に定めるも

ののほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平

成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。）

に定めるとおりとする。 

２          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

 

 

 

 

（指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準） 

第３条 法第４２条第１項第２号、第７２条の２第１項各号並びに第７４条第１項及

び第２項の条例で定める基準は、次項に定めるもののほか、指定居宅サービス等の

事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。以下「指

定居宅サービス等基準」という。）に定めるとおりとする。 

２          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

 

（指定介護予防サービス等の事業の人員、設備、運営及び支援の方法に関する基

準） 

第５条 法第５４条第１項第２号、第１１５条の２の２第１項各号並びに第１１５条

の４第１項及び第２項の条例で定める基準は、次項に定めるもののほか、指定介護

予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第

３５号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。）に定めるとおりとする。 

２          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

 

（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準） 

第１０条 法第７８条の２の２第１項各号並びに第７８条の４第１項及び第２項の条

例で定める基準は、次項に定めるもののほか、指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。以下「指定地

域密着型サービス基準」という。）に定めるとおりとする。 

２          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

 

 

    は改正箇所 



( 2 ) 

現            行 改     正     案 

 

（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営及び支援の方法に関

する基準） 

第１７条 法第１１５条の１４第１項及び第２項の条例で定める基準は、次項に定め

るもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号。以下「指定地域密着型介護予防サ

ービス基準」という。）に定めるとおりとする。 

２          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

 

 

 

 

（指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備、運営及び支援の方法に関

する基準） 

第１７条 法第１１５条の１２の２第１項各号並びに第１１５条の１４第１項及び第

２項の条例で定める基準は、次項に定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第

３６号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。）に定めるとおり

とする。 

２          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

 

 

 

 

 


